
平成 年 月 日 火曜日 第 号奈 良 県 公 報

発
行
定
日

毎
週
火
曜
日
及
び
金
曜
日

告

示

自
衛
官
募
集

一

受
胎
調
節
実
地
指
導
員
の
指
定

二

結
核
指
定
医
療
機
関
の
指
定

二

結
核
指
定
医
療
機
関
の
指
定
辞
退

二

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
退
任
届

二

右

同

三

道
路
の
区
域
変
更
及
び
供
用
開
始

三

道
路
の
供
用
開
始

四

都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
認

四

可道
路
の
位
置
指
定

五

公

告

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
意

五

見
の
概
要
に
関
す
る
公
告

右

同

五

目

次

ペ
ー
ジ

右

同

六

基
本
測
量
の
実
施
の
通
知

六

公
共
測
量
の
終
了
の
通
知

七

公
安
委
員
会
告
示

昭
和
二
十
九
年
七
月
奈
良
県
公
安
委
員

七

会
告
示
第
一
号
（
警
察
に
お
い
て
身
体

を
拘
束
さ
れ
て
い
る
者
の
食
料
に
要
す

る
経
費
に
関
す
る
告
示
）
の
一
部
改
正

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正

七

化
等
に
関
す
る
法
律
第
二
十
条
第
四
項

の
規
定
に
基
づ
く
遊
技
機
の
型
式
検
定

の
結
果

正

誤

平
成
十
五
年
四
月
十
五
日
付
け
奈
良
県

八

公
報
号
外
第
九
号
正
誤
表

奈
良
県
告
示
第
三
十
四
号

平
成
十
五
年
度
第
一
次
募
集
期
の
二
等
陸
士
、
二
等
海
士
及
び
二
等
空
士
の
募
集
要
領
は
、
次
の
と

お
り
で
あ
る
。

平
成
十
五
年
四
月
二
十
二
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

一

応
募
資
格

採
用
予
定
月
の
一
日
現
在
で
満
十
八
歳
以
上
二
十
七
歳
未
満
の
日
本
国
籍
を
有
す
る
男
子

二

募
集
期
間

平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
同
年
六
月
三
十
日
ま
で

三

試
験
時
期

受
付
時
に
自
衛
隊
奈
良
地
方
連
絡
部
長
の
指
定
し
た
日

四

試
験
場
の
名
称
及
び
所
在
地

航
空
自
衛
隊
幹
部
候
補
生
学
校

奈
良
市
法
華
寺
町
一
五
七
八

五

試
験
種
目

筆
記
試
験
、
口
述
試
験
、
適
性
検
査
及
び
身
体
検
査

六

採
用
時
期

自
衛
隊
奈
良
地
方
連
絡
部
長
の
指
定
し
た
日

七

志
願
票
用
紙
の
交
付
場
所
及
び
志
願
票
の
提
出
先

住
所
地
を
管
轄
す
る
市
町
村
役
場
及
び
八
の

か
ら

ま
で
の
場
所

八

連
絡
先
の
名
称
及
び
所
在
地

自
衛
隊
奈
良
地
方
連
絡
部

奈
良
市
高
畑
町
五
五
二

奈
良
第
二
地
方
合
同
庁
舎
内

電
話
（

七
四
二

二
三

七

一
）

自
衛
隊
奈
良
地
方
連
絡
部
奈
良
募
集
案
内
所

奈
良
市
高
天
市
町
一
一

高
天
飯
田
ビ
ル
二
階

電
話
（

七
四
二

二
七

五
七

一
）

自
衛
隊
奈
良
地
方
連
絡
部
天
理
募
集
案
内
所

天
理
市
川
原
城
町
七
九
六

海
老
山
ビ
ル
四
階

電
話
（

七
四
三

六
三

二
五
四

）

自
衛
隊
奈
良
地
方
連
絡
部
橿
原
募
集
事
務
所

橿
原
市
久
米
町
六
六
一

大
和
開
発
ビ
ル
二
階

告

示



電
話
（

七
四
四

二
七

九
六

）

自
衛
隊
奈
良
地
方
連
絡
部
五
條
募
集
事
務
所

五
條
市
今
井
五
丁
目
一
番
一
二
号

サ
ン
タ
ウ
ン
二
階

電
話
（

七
四
七
二

二

三
七
八
九
）

奈
良
県
告
示
第
三
十
五
号

母
体
保
護
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
五
十
六
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者

を
受
胎
調
節
実
地
指
導
員
に
指
定
し
た
。

平
成
十
五
年
四
月
二
十
二
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

奈
良
県
告
示
第
三
十
七
号

結
核
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
六
号
）
第
三
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
結

核
指
定
医
療
機
関
は
、
そ
の
指
定
を
辞
退
し
た
。

平
成
十
五
年
四
月
二
十
二
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

平成 年 月 日 火曜日 第 号奈 良 県 公 報

指
定
証
番
号

住

所

氏

名

四
八
九

奈
良
市
西
大
寺
赤
田
町
一
丁
目
二
番
七
号

林

良
枝

奈
良
県
告
示
第
三
十
六
号

結
核
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
六
号
）
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
結
核
指

定
医
療
機
関
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
五
年
四
月
二
十
二
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

名

称

所

在

地

指

定

年

月

日

お
お
さ
か
ク
リ
ニ
ッ
ク

大
和
郡
山
市
小
泉
町
東
三

六

一

平
成
十
五
年
四
月
四
日

医
療
法
人
泰
山
会
福
西
ク

リ
ニ
ッ
ク

吉
野
郡
下
市
町
新
住
一
五
五

一

平
成
十
五
年
四
月
四
日

名

称

所

在

地

辞

退

年

月

日

医
療
法
人
泰
山
会
福
西
ク

リ
ニ
ッ
ク

吉
野
郡
下
市
町
新
住
一
四
五

三

平
成
十
五
年
三
月
三
十

一
日

奈
良
県
告
示
第
三
十
八
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
治
道

南
部
土
地
改
良
区
の
役
員
が
次
の
と
お
り
退
任
し
、
及
び
就
任
し
た
旨
、
同
土
地
改
良
区
か
ら
届
出
が

あ
っ
た
。

平
成
十
五
年
四
月
二
十
二
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

一

退
任
役
員
の
役
名
、
氏
名
及
び
住
所

理
事

楠
見

幹
夫

大
和
郡
山
市
横
田
町
八
七
六

中
嶋

清
行

八
一
六

巽

定

一
二
七
七

田
村

敏

一

六
四

八

森
川

武
男

一
二
八
四

西
田

雅
巳

櫟
枝
町
二
二
五

西
田

英
雄

二
三
二

矢
辺

清
春

伊
豆
七
条
町
二
四
一

二

西
本

勇

二
五
一

乾

義
和

新
庄
町
二
三
五

池
田

圭
作

二
五
三



監
事

池
田

成
男

横
田
町
九
二
五

二

中
西

潔

伊
豆
七
条
町
二
四
八

仲
井

作
朗

新
庄
町
三
五
七

二

就
任
役
員
の
役
名
、
氏
名
及
び
住
所

理
事

楠
見

幹
夫

大
和
郡
山
市
横
田
町
八
七
六

中
嶋

清
行

八
一
六

田
中

康
夫

七
四
三

池
田

成
男

九
二
五

二

森
川

武
男

一
二
八
四

西
田

英
雄

櫟
枝
町
二
三
二

辻
井

基
雄

一
一

矢
辺

清
春

伊
豆
七
条
町
二
四
一

二

森
村

彦
治

二
一
六

二

乾

義
和

新
庄
町
二
三
五

仲
井

作
朗

三
五
七

監
事

植
村

巌

三
二
九

金
居

秀
典

横
田
町
八
六

岡
本

晃

伊
豆
七
条
町
二
二
二

奈
良
県
告
示
第
三
十
九
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
姫
谷

土
地
改
良
区
の
役
員
が
次
の
と
お
り
退
任
し
、
及
び
就
任
し
た
旨
、
同
土
地
改
良
区
か
ら
届
出
が
あ
っ

た
。

平
成
十
五
年
四
月
二
十
二
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

一

退
任
役
員
の
役
名
、
氏
名
及
び
住
所

理
事

楠
本

昭
男

五
條
市
霊
安
寺
町
二

五
四

浦
北

正
明

一
七
八
四

田
枝

文
雄

一
五
六

柏
田

幸
男

三
三
三

吉
原

清

二
九

二

水
取

利
明

一
九
七
七

柏
原

政
行

九
八

監
事

山
田

一
弥

野
原
町
二
六
八
一

一

井
上

守

霊
安
寺
町
一
六
六
六

山
田

又
作

二

四
五

二

就
任
役
員
の
役
名
、
氏
名
及
び
住
所

理
事

楠
本

昭
男

五
條
市
霊
安
寺
町
二

五
四

浦
北

正
明

一
七
八
四

田
枝

文
雄

一
五
六

柏
田

幸
男

三
三
三

水
取

利
明

一
九
七
七

芳
田

忠
男

四
八
九

大
谷

高
男

二
八
四

監
事

山
田

又
作

二

四
五

芳
田

正
好

六
六
七

二

岩
井

隆

一
六
七
八

奈
良
県
告
示
第
四
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の
区
域
を
次
の

と
お
り
変
更
し
、
供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
奈
良
県
土
木
部
道
路
維
持
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
一
月
間
一
般
の
縦
覧
に

供
す
る
。

平
成
十
五
年
四
月
二
十
二
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

一

道
路
の
種
類

一
般
国
道

二

路

線

名

一
六
八
号

三

道
路
の
区
域

平成 年 月 日 火曜日 第 号奈 良 県 公 報

区

間

区
域
変
更

敷
地
の
幅
員

備

考

延

長



四

供
用
開
始
の
区
間

道
路
区
域
の
変
更
に
伴
い
新
た
に
道
路
と
な
っ
た
部
分

五

供
用
開
始
年
月
日

平
成
十
五
年
四
月
二
十
二
日

奈
良
県
告
示
第
四
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り

道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
奈
良
県
土
木
部
道
路
維
持
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
一
月
間
一
般
の
縦
覧
に

供
す
る
。

平
成
十
五
年
四
月
二
十
二
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

天
理
環
状
線

三

道
路
の
区
域

平成 年 月 日 火曜日 第 号奈 良 県 公 報

吉
野
郡
十
津
川
村
上
野
地

三
五
六
番
一
先
か
ら

吉
野
郡
十
津
川
村
上
野
地

三
四

番
三
先
ま
で

前

四
・
九

一
八
・
八

二

八
・
八

後

二

・

五
六
・

二

八
・
八

前

四
・
八

七
・
五

三

六
・

吉
野
郡
十
津
川
村
上
野
地

三
四
三
番
三
先
か
ら

吉
野
郡
十
津
川
村
上
野
地

三
二
九
番
三
先
ま
で

後

一
二
・
五

八
八
・

う
ち
上
野
地
橋

一
八

・

メ

ー
ト
ル

三

九
・
八

路
線

番
号

延

長

メ
ー
ト
ル

敷
地
の
幅
員

メ
ー
ト
ル

区

間

四
三
六
・

一
二
・
二

二
三
・

天
理
市
佐
保
庄
町
六

二
番
先
か
ら

天
理
市
佐
保
庄
町
四
九
六
番
一
先
ま
で

四

供
用
開
始
年
月
日

平
成
十
五
年
四
月
二
十
二
日

奈
良
県
告
示
第
四
十
二
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
。

平
成
十
五
年
四
月
二
十
二
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

一

施
行
者
の
名
称

斑
鳩
町

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

大
和
都
市
計
画
下
水
道
事
業
斑
鳩
町
流
域
関
連
公
共
下
水
道

三

事
業
施
行
期
間

変
更
後
の
事
業
施
行
期
間

平
成
四
年
一
月
二
十
七
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

変
更
後
の
事
業
地

収
用
の
部
分

平
成
四
年
三
月
奈
良
県
告
示
第
五
百
六
十
六
号
の
事
業
地
の
と
お
り

使
用
の
部
分

の
前
後
別

メ
ー
ト
ル

メ
ー
ト
ル



平
成
四
年
三
月
奈
良
県
告
示
第
五
百
六
十
六
号
及
び
平
成
十
年
五
月
奈
良
県
告
示
第
百
十
一
号

の
事
業
地
の
う
ち
服
部
一
丁
目
、
小
吉
田
二
丁
目
及
び
法
隆
寺
西
一
丁
目
地
内
に
お
い
て
事
業
地

を
変
更
し
、
法
隆
寺
山
内
を
加
え
る
。

奈
良
県
告
示
第
四
十
三
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
道

路
の
位
置
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
旨
、
奈
良
県
郡
山
土
木
事
務
所
長
か
ら
報
告
が
あ
っ
た
。

平
成
十
五
年
四
月
二
十
二
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

一

指
定
の
場
所
（
平
成
十
五
年
三
月
十
八
日
現
在
の
地
番
に
よ
る
。
）

生
駒
郡
三
郷
町
立
野
南
一
丁
目
一
三
五
七
番
地
の
一
部

二

申
請
者
氏
名

株
式
会
社
タ
イ
ヨ
ー
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン

代
表
取
締
役

畑
内
明

三

申
請
者
住
所

大
阪
府
八
尾
市
大
竹
一
丁
目
二
九
番
地

四

道
路
の
幅
員

四
・
三

メ
ー
ト
ル

五

道
路
の
延
長

三
二
・
二
六
メ
ー
ト
ル

六

指
定
年
月
日

平
成
十
五
年
四
月
七
日

七

指
定
番
号

郡
土
第
一
五

一
号

に
対
し
、
誠
意
を
も
っ
て
説
明
と
協
議
を
行
い
、
そ
の
理
解
を
得
る
こ
と
。

営
業
時
間
変
更
に
伴
い
店
舗
内
や
駐
車
場
、
そ
の
周
辺
地
域
が
青
少
年
の
た
ま
り
場
や
、
非
行

の
温
床
と
な
ら
な
い
よ
う
、
貴
社
内
に
お
い
て
保
安
体
制
を
整
え
、
当
該
地
域
の
安
全
及
び
環
境

の
浄
化
に
努
め
る
こ
と
。

当
指
導
セ
ン
タ
ー
及
び
当
該
少
年
指
導
協
議
会
等
の
指
導
活
動
並
び
に
環
境
浄
化
活
動
に
、
積

極
的
に
協
力
す
る
こ
と
。

騒
音
等
の
対
策
に
つ
い
て
は
、
周
辺
住
民
に
十
分
配
慮
す
る
こ
と
。
ま
た
、
騒
音
等
の
苦
情
が

発
生
し
た
場
合
は
、
誠
意
を
も
っ
て
最
大
限
対
応
す
る
こ
と
。

事
業
活
動
に
伴
い
排
出
さ
れ
る
産
業
廃
棄
物
の
排
出
抑
制
に
努
め
る
と
と
も
に
、
そ
の
減
量
化

及
び
再
生
利
用
を
積
極
的
に
行
う
こ
と
。

駐
輪
場
へ
の
誘
導
方
法
と
駐
車
施
設
の
拡
大
等
の
駐
輪
対
策
及
び
駐
車
対
策
を
講
じ
る
こ
と
。

駐
車
場
に
つ
い
て
、
駐
車
場
法
第
十
三
条
第
四
項
に
よ
る
届
出
を
行
う
こ
と
。

三

縦
覧
場
所

奈
良
県
商
工
労
働
部
中
小
企
業
課

四

縦
覧
期
間

平
成
十
五
年
四
月
二
十
二
日
か
ら
同
年
六
月
二
十
三
日
ま
で

五

縦
覧
時
間

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
橿
原
市

か
ら
意
見
を
聴
き
ま
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
し
、
そ
の
意
見
を
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

平
成
十
五
年
四
月
二
十
二
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
シ
テ
ィ
奈
良
橿
原
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

所
在
地

橿
原
市
曲
川
町
七
丁
目

二

橿
原
市
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要

橿
原
市
開
発
指
導
要
綱
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

開
発
事
業
に
関
す
る
協
定
書

及
び

公
園
の
帰
属
及
び
維
持
管
理
に
関
す
る
覚
書

の
内
容
を
履
行
し
遵
守
す
る
こ
と
。

橿
原
市
総
合
計
画
の
実
現
に
向
け
、

人
に
や
さ
し
い
福
祉
都
市

の
実
現
を
図
る
た
め
、
高

平成 年 月 日 火曜日 第 号奈 良 県 公 報

公

告

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
奈
良
市

か
ら
意
見
を
聴
き
ま
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
し
、
そ
の
意
見
を
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

平
成
十
五
年
四
月
二
十
二
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

奈
良
フ
ァ
ミ
リ
ー

所
在
地

奈
良
市
西
大
寺
東
町
二
丁
目
四
の
一
他

二

奈
良
市
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要

奈
良
県
青
少
年
の
健
全
育
成
に
関
す
る
条
例

を
遵
守
す
る
こ
と
。

青
少
年
の
健
全
育
成
活
動
を
行
っ
て
い
る

伏
見
及
び
平
城
中
学
校
区

の
少
年
指
導
協
議
会



齢
者
や
障
害
者
に
も
利
用
し
や
す
い
バ
リ
ア
フ
リ
ー
の
施
設
計
画
と
す
る
。

交
通
安
全
対
策
を
講
じ
る
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
橿
原
警
察
署
及
び
橿
原
市
社
会
交
通
対
策
課

と
協
議
す
る
こ
と
。
ま
た
、
オ
ー
プ
ン
時
、
混
雑
時
に
は
交
通
整
理
員
を
配
置
す
る
こ
と
。

環
境
保
全
に
関
す
る
諸
法
令
を
遵
守
す
る
こ
と
。

地
元
商
工
業
及
び
雇
用
等
へ
の
配
慮
を
行
う
こ
と
。

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る

者
が
配
慮
す
べ
き
事
項
に
関
す
る
指
針

を
遵
守
す
る
こ
と
。

三

縦
覧
場
所

奈
良
県
商
工
労
働
部
中
小
企
業
課

四

縦
覧
期
間

平
成
十
五
年
四
月
二
十
二
日
か
ら
同
年
六
月
二
十
三
日
ま
で

五

縦
覧
時
間

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
が

述
べ
ら
れ
ま
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
し
、
そ
の
意
見
を
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

平
成
十
五
年
四
月
二
十
二
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
シ
テ
ィ
奈
良
橿
原
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

所
在
地

橿
原
市
曲
川
町
七
丁
目

二

述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要

橿
原
市
曲
川
町
自
治
会
六
区
住
民
一
同

屋
上
駐
車
場
へ
の
入
口
が
住
宅
密
集
地
の
最
接
近
地
に
計
画
さ
れ
て
お
り
、
排
気
ガ
ス
や

騒
音
・
塵
埃
の
影
響
が
付
近
住
民
に
与
え
る
影
響
を
考
慮
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
景
観
を
悪

化
さ
せ
る
た
め
計
画
の
変
更
を
願
い
た
い
。

商
品
の
搬
入
出
入
口
が
施
設
三
カ
所
計
画
さ
れ
て
い
る
が
、
最
大
規
模
で
荷
下
ろ
し
の
中

心
と
思
わ
れ
る
設
備
が
東
側
住
宅
に
接
近
し
た
場
所
に
計
画
さ
れ
て
い
る
。
早
期
か
ら
大
型

ト
ラ
ッ
ク
の
出
入
り
が
想
定
で
き
、
騒
音
と
振
動
に
よ
り
近
隣
住
民
の
生
活
に
影
響
が
大
き

い
こ
と
か
ら
設
置
場
所
の
変
更
を
検
討
願
い
た
い
。

建
物
と
東
側
住
宅
と
の
距
離
が
接
近
し
て
お
り
住
宅
の
日
照
、
お
よ
び
通
風
が
確
保
で
き

な
い
こ
と
が
想
定
で
き
る
。
計
画
地
西
側
に
は
十
分
な
空
地
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

東
側
空
地
の
確
保
に
十
分
な
配
慮
を
検
討
願
い
た
い
。

映
画
館
等
ア
ミ
ュ
ー
ズ
メ
ン
ト
施
設
を
併
設
す
る
た
め
、
二
十
四
時
間
営
業
の
計
画
で
あ

る
が
、
青
少
年
の
健
全
育
成
の
観
点
か
ら
営
業
時
間
の
再
考
を
要
望
す
る
。

橿
原
市
曲
川
町
住
民
四
名
連
盟

騒
音
・
振
動
の
源
と
な
る
荷
さ
ば
き
場
所
が
東
側
住
宅
地
に
最
接
近
し
た
場
所
に
計
画
さ

れ
て
い
る
た
め
、
早
朝
か
ら
大
型
車
両
に
よ
る
商
品
の
搬
入
作
業
に
よ
り
、
付
近
住
民
の
生

活
環
境
に
多
大
な
影
響
を
与
え
る
。

屋
上
駐
車
場
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
取
り
付
け
路
が
付
近
住
宅
に
最
接
近
し
た
場
所
に
計
画
さ

れ
て
い
る
た
め
、
騒
音
及
び
排
気
ガ
ス
に
よ
る
住
民
の
健
康
を
害
し
、
ま
た
住
景
観
も
大
き

く
損
な
わ
れ
る
。

映
画
館
等
ア
ミ
ュ
ー
ズ
メ
ン
ト
施
設
の
併
設
に
伴
い
駐
車
場
が
二
十
四
時
間
開
放
さ
れ
、

さ
ら
に
施
設
を
取
り
巻
く
外
周
道
路
の
設
置
に
よ
り
、
深
夜
の
暴
走
行
為
等
に
よ
る
騒
音
や

周
辺
住
民
の
安
全
確
保
な
ら
び
に
、
治
安
の
維
持
も
危
惧
さ
れ
る
。

映
画
館
等
ア
ミ
ュ
ー
ズ
メ
ン
ト
施
設
の
二
十
四
時
間
営
業
は
青
少
年
の
非
行
化
・
健
全
育

成
の
観
点
か
ら
も
悪
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
想
定
で
き
る
。

三

縦
覧
場
所

奈
良
県
商
工
労
働
部
中
小
企
業
課

四

縦
覧
期
間

平
成
十
五
年
四
月
二
十
二
日
か
ら
同
年
六
月
二
十
三
日
ま
で

五

縦
覧
時
間

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
土
交
通
省

国
土
地
理
院
長
か
ら
次
の
と
お
り
基
本
測
量
を
実
施
す
る
こ
と
に
つ
い
て
通
知
が
あ
り
ま
し
た
。

平
成
十
五
年
四
月
二
十
二
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

一

測
量
の
目
的

基
本
測
量
（
一
万
分
一
数
値
地
形
図
フ
ァ
イ
ル
作
成
作
業
）

二

測
量
の
地
域

北

城
郡
王
寺
町

平成 年 月 日 火曜日 第 号奈 良 県 公 報



三

測
量
の
期
間

平
成
十
五
年
六
月
一
日
か
ら
平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
奈
良
県
桜
井
土
木
事
務
所
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
終
了
し
た
こ
と

に
つ
い
て
通
知
が
あ
り
ま
し
た
。

平
成
十
五
年
四
月
二
十
二
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

一

測
量
の
目
的

公
共
測
量
（
河
川
改
修
計
画
）

二

測
量
の
地
域

小
金
打
川
流
域
（
大
和
高
田
市
松
塚
地
内
か
ら
橿
原
市
曲
川
六
丁
目
地
内
ま
で
）

三

測
量
の
終
了
年
月
日

平
成
十
五
年
三
月
二
十
六
日

平成 年 月 日 火曜日 第 号奈 良 県 公 報

公
安
委
員
会
告
示

示
告

会
員

委
安

公
県

良
奈

第
号

和
昭

年
告

会
員

委
安

公
県

良
奈

月
第

示
号

拘
を

体
身

て
い

お
に

察
警

料
食

の

者
る
い
て
れ
さ
束

る
す

関
に

費
経

る
す

要
に

よ
の

次
を

部
一

の
）

示
告

成
平

、
し

正
改

に
う

年
月

成
平

。
る

す
用

適
ら

か
日

年
月

委

会
員
委

安
公

県
良

奈

日

尚
俊

中
畠

長
員

り
た

当
食

一
円
を

り
た

当
食

一
円

。
る

め
改

に

示
告

会
員

委
安

公
県

良
奈

第
号

び
及

制
規

の
等

業
営

俗
風

す
関

に
等

化
正

適
の

務
業

律
法

る
和

昭
第
律
法

年
第
）
号

第
条

さ
請

申
り

よ
に

定
規

の
項

技
遊

る
げ

掲
に

表
別

た
れ

及
定
認
の
機
技

遊
、

は
機

す
関

に
等

定
検

の
式
型
び

則
規

る
和

昭
則

規
会

員
委

安
公

家
国

年
第

第
）

号

関

に
式
型
の
機
技
遊
の
条

適
に

格
規

の
上

術
技

る
す

れ
ら

め
認

と
る

い
て

し
合

第
則

規
同

、
で

の
る

第
条

す
示

公
り

よ
に
定
規
の
項

成
平

。
る

年
月

会
員
委

安
公

県
良

奈

日

尚
俊

中
畠

長
員

委



奈

良

県

奈
良
市
登
大
路
町
三

電
話

七
四
二

二
二

一
一

一

平成 年 月 日 火曜日 第 号奈 良 県 公 報

【
定

価
】

一
か
月

千
五
百
円

一
部
売
り

一
枚
に
つ
き
二
十
円
（
共
に
送
料
、
消
費
税
別
）

本
誌
は
再
生
紙
を
使
用
し
て
い
ま
す
。

発 行発 行

印 刷印 刷

奈
良
市
三
条
栄
町
九

一
八

電
話

七
四
二

三
五

七
二
二
二

正

誤

平
成
十
五
年
四
月
十
五
日
付
け
奈
良
県
公
報
号
外
第
九
号
中

と

あ
る
の
は
、

の
誤
り

成
平

年
月

日
曜
月

日

成
平

年
月

日
曜

火
日


